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本日ここに、令和４年第２回諫早市議会定例会を招

集しましたところ、議員の皆様には御健勝にて御出席

を賜り、厚く御礼申し上げます。  

 

今期定例会に提案しております令和４年度当初予算

案をはじめ、諸議案の御審議をお願いすることに先立

ちまして、私の市政運営への 所信を申し述べさせてい

ただき、議員各位並びに市民の皆様の御理解と 御協力

を賜りたいと思います。  

 

現在、市政の運営にあたり、最優先で取り組むべき

課題は、オミクロン株による爆発 的な感染拡大に直面

している新型コロナウイルス感染症対策 であります。  

本市におきましては、昨年１２月から医療従事者を

対象として３回目のワクチン接種を開始し、２月１日

からは集団接種と医療機関での個別接種を 本格的に開

始いたしました。去る２月１５日からは集団接種会場

を 小 野 体 育 館 に 移 し 、 県 内 最 大 と な る １ 日 あ た り

１，２００人の大規模集団接種を実施して おり、これ

からは順次「かかりつけ医」が不足する地域に おいて
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も巡回接種を実施することとしております。  

ワクチンの接種につきまし ては、引き続き 諫早医師

会や長崎県健康事業団など関 係機関の御協力を賜りな

がら、希望される全ての市民の皆様が 安心して、かつ、

円滑にワクチンを接種していただけるよう万全を期し

てまいります。  

現在、本市においては 、市民の皆様への適切な情報

提供や、営業時間短縮の要請に御協力いただいた飲食

店等の皆様に対する協力金の迅速な支給に努めており

ます。  

また、本市独自の緊急経済対策としまして、感染症

拡大の影響を受けているにも関わらず、国の支援金の

対象とならない事業者の皆様に対し 、それぞれの事業

規模に応じた支援金を支給するための補正予算案を今

期定例会に提出しております 。  

今後も予断を許さない状況が続きますが、市民の皆

様には、引き続き「３密を避け」、「マスク の着用」、

「手洗いの励行」、「定期的な換気の実施」 など基本

的な感染防止対策を徹底いただき、オール諫早でこの

難局を乗り超えていきたいと考えております。  
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国営諫早湾干拓 事業を巡っては、平成２２年の福岡

高裁における開門確定判決の 執行力の排除を求め、国

が提起し、最高裁から福岡高裁に 審理が差し戻されて

いた請求異議訴訟が結審し、３月２５日に は判決が出

される予定であります。  

令和元年６月の最高裁判決で「非開門」の司法判断

が確定しており、その 方向性に変わりはないものと考

えておりますが、引き続き訴訟の動向を注視するとと

もに、市民の安全・安心を守ることを最優先に考え、

防災・農業・漁業・環境の各観点から県や関係機関と

連携を図りながら、今後も適切に対応してまいります。 

 

 西九州新幹線につきましては、 去る２月２２日に、

ＪＲ九州から９月２３日を開業予定日とすることが発

表され、市民の皆様の期待も大きく高まっていること

と思います。  

 官民を挙げて、より一層の機運醸成を図り、本市の

県内交通の要衝である強みや豊かな自然と風土が育ん

だ魅力を積極的に発信するなど、ま たとないこのチャ
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ンスを市勢発展の起爆剤として 活用していきたいと考

えております。  

 また、未だ整備方式が決定していない九州新幹線西

九州ルートの武雄温泉・新鳥栖間につきましても、国

や県、関係自治体、Ｊ Ｒ九州など関係機関と緊密に連

携を図りながら、全線 フル規格の実現に向け取り組ん

でまいります。  

 

 多様化する市民ニーズや複雑化する行政課題に対し 、

迅速かつ効率的に対応するため、本年４月に本市とし

て１１年ぶりとなる大規模な 機構改革を実施します。  

 より専門性を高めた新たな組織機構のもと、 市民の

皆様のため、いかに成果を出 していくかを常に念頭に

置き、「チャレンジと連携の姿勢」 で必要な施策を講

じてまいります。  

 

 それでは、令和４年度の具体的な 施策の大綱につき

まして、第２次諫早市総合計画の 体系に従い、御説明

申し上げます。  
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第１  輝くひとづくり  

（１）健やかなひとづくり  

 全国的に少子化が進行する中、 本市では子育て環境

の充実を推進していくこととしております。  

 子育てに関する行政サービスや相談窓口の案内など

市民への情報発信のため本市が運営する ウェブサイト

「いさはや子育てネット」 につきまして、子育て情報

のプッシュ通知機能の追加や スマートフォン等モバイ

ル機器でも閲覧をしやすくするなど利便性の向上に努

めてまいります。また、感染症予防対策など、 きめ細

やかな対応が求 められる民間保育所に対しまして、新

たに保育支援者の配置に係る助成 を行い、保育現場の

負担軽減を図ることとしております。  

 

学校教育におきましては、近年、発達障害等を抱え、

学校生活を送るうえで 特別な支援を必要とする園児や

児童生徒が増加傾向にあることから、特別支援教育補

助員の配置を拡充し、教職員の負担軽減を図るととも

に、子どもたちの教育環境の充実と安定に努めてまい

ります。  
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（２）こころ豊かなひとづくり  

 オリンピック４大会に出場され 個人総合２連覇、世

界体操競技選手権でも個人総合６連覇など数々の偉業

を成し遂げられ、長年にわたり日本 体操界を牽引して

こられた本市出身の内村航平選手が３月１２日の試合

を最後に現役を引退することを表明されました。  

世界一と称される美しい体操で、 諫早市民のみなら

ず日本中に勇気と希望を与えて頂いたことは、 これか

らも郷土諫早の誇りであり ます。  

 内村選手のこれまでのご功績とたゆまぬご努力に、

市民を代表して、心からの敬意と感謝の意を表します。 

 本市は、内村選手をはじめ 世界で活躍する数々のト

ップアスリートを輩出しているほか、様々な競技で若

い世代が素晴らしい活躍を見せるなど、優れたアスリ

ートを育むための充実した環境を有する「 スポーツの

まち」でございます。 そのような環境を生かし、郷土

の未来を担う子どもたちが、バスケットボールやスケ

ートボードなどのトップアスリートのプレーに触れ、

大きな夢を育む機会の創出にも取り組んでまいります。 
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 また、来る３月１８日から 阪神甲子園球場で開催さ

れる「第９４回選抜高等学校野球大会」に九州代表と

して、長崎日大高校野球部の２３年ぶり３回目となる

出場が決定しました。 コロナ禍を乗り越えて掴んだ憧

れの舞台での活躍に、市民の皆様とともに心からの声

援を送りたいと思います。  

 

地域の歴史や文化を伝える文化財については、これ

までの保存・継承に加え、その貴重な資源を まちづく

りに活用する視点が求められているところで あります。 

本市におきましては、文 化庁との協議を踏まえなが

ら、令和６年度を目指して「 諫早市文化財保存活用地

域計画」を策定 することにより、本市の魅力を高め、

シビックプライドの醸成や地域活性化、交流人口の拡

大に繋げてまいります。  

 

第２  活力あるしごとづくり  

（１）地域特性を活かした農林水産業  

本市の基幹産業 の一つである農業の振興を図るため、

農業用機械導入による省力化や生産コストの低減、園



 8 

芸ハウスなどの生産基盤整備による経営安定化など 担

い手に対する継続的な支援 を行ってまいります。また、

農地や農業用施設の適正な管理を行う土地改良区の体

制強化のため、 新設される合同事務所の運営に対する

支援を実施いたします。  

更に、有害鳥獣による農作物への被害防止対策 につ

きましても、新たにカモとカラスを捕獲奨励金の対象

に加えるなど農作物被害の抑制にも努めてまいります。 

農地の基盤整備事業に つきましては 、現在県営事業

として「有喜南部地区」、「正久寺地区」、「 宇良・

田井原地区」、「柳新田地区」において実施されてい

るところですが、今年度から新たに 「長田東部地区」

の整備が進められることとなっております。  

 

林業の振興につきましては、 国土保全や水源涵養な

ど森林の持つ公益的機能を保全するため 「豊かな森づ

くり基金」などを活用し、間伐 や植栽など広葉樹林や

針葉樹林の整備 を進め、高性能林業機械の導入や担い

手の育成確保に向けた支援 により林産業の収益性の向

上を図ってまいります。  
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水産業の振興につきましては 、水産資源の維持・回

復を図るため、魚介類の育成の場となる 藻場や浅場等

の保全に対する 支援や、水産物の付加価値向上と産地

化を目指し、新たに「諫早湾岩ガキ」や「橘湾ヒオウ

ギ貝」の試験養殖に対する支援 を実施するなど、 諫早

湾、橘湾、大村湾の「３つの海」が持つそれぞれの海

域特性を生かし た「つくり育てる漁業」を推進 します。  

 

（２）活力あふれる商工業の振興と雇用の創出  

 「南諫早産業団地」につきましては、分譲予定面積

約２０ヘクタールのうち、 １工区約１１ヘクタールの

整備が昨年５月末に完了し、 残る２工区約９ヘクター

ルにつきましても、令和５年度中の完成を目指し 、順

調に整備が進められております。  

産業の集積拠点として 、県内有数の 優れた立地環境

を生かし、長崎県産業振興財団など関係機関と連携を

図りながら、本市の産業振興と新たな雇用創出に向け

た企業誘致活動を推進してまいります。  
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中小企業者や創業者に対する支援制度につきまして

は、経営安定や経営基盤の強化を図り、新たな事業の

創出を促進するため、金融機 関と連携し、融資のあっ

せん、保証料や融資に係る利子の一部補給など資金調

達の円滑化に取り組んでいるところで あります。今後

も社会経済状況や事業者の皆様のニーズを踏まえ、必

要に応じて制度内容の見直しを図りながら、 本市商工

業の活性化に努めてまいります 。  

 

（３）地域資源を活かした観光・物産  

観光振興につきましては、 西九州新幹線の開業を契

機として、全国から多くの方々にお越しいただけるよ

う、観光パンフレット のデジタル化 や観光コンテンツ

の充実を図るなど都市圏をターゲットとした観光物産

プロモーションを展開し、本市の魅力を幅広く発信し

てまいります。  

また、本市の優れた物産を 広く知っていただくため、

「いさはやマルシェ」を東京や大阪など の都市圏で引

き続き開催するほか、諫早駅 交流広場でも この物産振

興イベントの開催による積極的なＰＲ活動 や商談会へ
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の参加など市内事業者の販路拡大に努めてまいります。 

更に、アフターコロナを見据え、本市の恵まれたス

ポーツ施設を生かして大規模な 大会や合宿などスポー

ツコンベンションを積極的に 誘致し、交流人口の拡大

と地域経済の活性化を図って まいります。  

 

本市において初の「道の駅」となる「（仮称）道の

駅２５１」につきましては、設計業務を行う業者の選

定を公募型プロポーザル方式で実施し、選定委員会の

意見を踏まえて候補者を選定したところであります。

今後も、令和６年度の完成を目指し、道路管理者であ

る県との「一体型」での整備に向けた協議を進め、地

元関係者の御意見を賜りながら、地域の魅力を生かし

た道の駅の整備を推進してまいります。  

 

第３  魅力あるまちづくり  

（１）安全なまちづくり  

 近年、大雨や台風による災害が全国各地で頻発して

おり、激甚化する傾向にあります。 このたびの機構改

革により総務部内に危機管理 の専門部署を設置するな
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ど組織体制の強化を図るほ か、防災情報を的確に把握

し、市民への迅速な情報伝達を図るための システム更

新や、民間の知見や技術を活用し た防災啓発活動の充

実にも取り組んでまいります 。  

 

 市民の安全を守るため、日夜活動して頂いている消

防団につきましては、 団員の確保が 全国的な課題とな

っており、その解決策の一つとして団員の処遇改善が

求められております。本市としましても、国の方針を

踏まえた消防団員の処遇改善 に併せ、消防団の魅力を

伝える動画の作成や消防車両の運転に必要な免許取得

費用の助成など市独自の取組を通じて消防団員の確保

対策に注力してまいります。  

 なお、消防団員の報酬の見直しに係る 条例改正 案を

今期定例会に提出しております。  

 

 「本明川ダム建設事業」につきましては、 諫早大水

害相当規模の雨量に対する本明川の洪水調節と、良好

な河川環境を図るための維持用水等の確保を目的とし

ております。現在は、事業実施に伴う家屋の移転が全
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て完了し、用地取得をはじめ、付替県道や工事用道路

の整備など着実に事業が進捗しているところで ありま

す。  

本市としましては、「安全なまちづくり」のため欠

かすことのできない本明川ダムの早期完成に向け、今

後も国に対して強く要望してまいります。 また、ダム

周辺地域の振興対策について は、国において決定され

た「水源地域整備計画」に基づき、 引き続き国、 県と

連携してまいります。  

 

また、事前防災の観点から、 県の補助金を活用した

「市営急傾斜地 崩壊対策事業」により危険区域の対策

工事に取り組み、「緊急浚渫推進事業」について も、

市が管理する準用河川等に加え、 新たに農業用水路を

対象施設とするなど制度の拡充を図り、「災害に強い

まちづくり」を 推進します。  

 

（２）安心なまちづくり  

 高齢者の皆様が住み慣れた地域で、これからも安心

して日常生活を送ることができるよう、「高齢者福祉
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計画・第８期介護保険事業計画」 に基づき、介護サー

ビスの基盤整備のため、令和５年度までに認知症高齢

者グループホームなど「地 域密着型サービス」を提供

する施設の開設に向けた準備を進めているほか、 地域

の皆様が意見を出し合 う「介護予防と生活支援の語ら

ん場」を開催するなど、ハードとソフトの両面から地

域包括ケアシステムの深化・推進を図ってまいります。 

 

（３）快適なまちづくり  

 長年放置され老朽化し、周辺の住環境に 悪影響を及

ぼす危険な空家 への対策としまして、国の補助制度を

活用し、所有者 等に対して、 その除却費用の一部を助

成することにより、良好な住環境づくりを推進するこ

ととしております。  

また、「生活基盤整備事業」及び「地域リフレッシ

ュ事業」を統合した「すみよか事業」を実施し、市民

生活を支える道路や水路、交通安全施設等の維持補修

や小規模改良など地域のニーズに速やかに、かつ、き

め細やかに対応しながら、 安全で快適な生活環境づく

りを推進してまいります 。  
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幹線道路網の整備につきましては、 「防災・減災、

国土強靭化のための５か年加速化対策」を踏まえ 、国

土交通省九州地方整備局において 策定された「道路の

５か年対策プログラム 」により、今後も災害に強い幹

線道路網の整備が、重点的かつ集中的に実施されるも

のと期待しております。  

現在、国においては、「国道５７号森山拡 幅」及び、

「国道３４号大村・諫早拡幅」の整備が順調に進めら

れており、県においては、高規格道路「島原道路」の

うち「諫早南バイパス線」の「長 野インターチェンジ・

栗面インターチェンジ 区間」の約３キロメートルの供

用開始が５月末 に予定されております。この区間が供

用開始しますと、長野インターから諫早インターまで

の約７キロメートルの整備が完了 しますので、交通量

の分散による渋滞解消にも大きく寄与できるものと 期

待しております 。  

また、今年度新たに事業着手された「国道２０７号

の佐瀬拡幅」、長田バイパスを延伸する「東長田拡幅」、

「県道久山港線」、「県道諫早飯盛線」、「県道有喜



 16 

本諫早停車場線」、「県道田結久山線」 の各路線の整

備につきましても順調に事業の進捗が図られるものと

考えております。  

本市としましては、今後とも幹線道路の早期完成に

向け、引き続き、国・県に対し整備促進を強く要望し

てまいります。  

 このほか、諫早駅周辺と中心市街地を最短距離で結

ぶ「市道上宇戸橋公園線」の拡幅整備につきましては、

優先度が高い諫早公園の法面切土工事や四面橋交差点

付近の整備を進めており、引き続き早期整備に向け 事

業の進捗を図ってまいります。  

また、南諫早産業団地と県道諫早飯盛線を結ぶ「市

道栗面小ヶ倉線」ほか１路線の拡幅整備、いさはや西

部台などへのアクセス道路となる「都市計画道路堀の

内西栄田線」の整備など、 今後も快適なまちづくりを

支える幹線市道の早期整備に向け、 着実に事業を推進

してまいります。  

 

 諫早駅周辺整備事業につきましては、 本年秋の西九

州新幹線開業に向け、諫早駅東西の交通広場の整備を
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進めているところであります。東口に整備中の路線バ

スやタクシーが乗り入れる 公共交通広場は、本年４月

下旬の完成を目指しており、５月中旬にはバスターミ

ナル機能が移転される予定で あります。これによりま

してバスターミナルが駅と直結されますので、 県内交

通の要衝である本市の 玄関口として 、更なる利便性の

向上が図られるものと考えております。  

 また、これらの整備に併せ、駅周辺の一体的な活用

が図られるよう、国が実施する「かわまちづくり事業」

との共同事業により駅前公園を 再整備し、河川とまち

の空間を融合した賑わい創出の拠点整備を行うことと

しております。  

 

 西九州新幹線の開業は、沿線地域や周辺地域に大き

な経済効果をもたらすとともに、本市の県内交通の結

節点としての役割は、ますます重要度を増してまいり

ます。  

しかしながら、少子高齢化の進展 などにより、路線

バスや鉄道など公共交通機関の 利用者が大きく減少し

ているほか、高齢者の免許返納により自家用車に代わ
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る日常の足の確保なども求められてお ります。  

 このような「公共交通の維持・確保対策」や「交通

空白地の解消」など喫緊の課題に対処するため、 本市

では、「地域公共交通計画」を策定すること としてお

り、それぞれの地域の実情に合わせ、将来に向けた公

共交通体系の整備に努めてまいり ます。  

 

 定住人口拡大や地域コミュニティ維持への取組とし

まして、本市では「４０戸連たん制度の導入」 や「諫

早版小さな拠点の指定」など、これまでも土地利用規

制の緩和に取り組み、一定の成果はあっているものと

考えております。しかしながら、今後も進展する少子

高齢化や人口減少に対応するため、 今後の土地利用政

策のあり方について、基礎調査を実施したうえで 、市

街化調整区域の廃止を含めた総合的な 検討を進めるこ

ととしております。  

 

 また、都市計画区域外の支所・出張所地域 の生活拠

点におきましても、民間開発事業者 等への新たな 補助

制度を創設し、優良な宅地の供給や生活利便施設 の立
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地誘導を図るなど、本市の均衡ある発展に寄与してい

きたいと考えております。  

 

 このほか、移住・定住を促進する施策としまして、

本市へのＵＩＪターンを促進するため 、移住者に対す

る新生活支援の拡充や、小長井地域にも地域おこし協

力隊を新たに採用するなど引き続き地域の活性化に努

めてまいります。  

 

第４  計画実現に向けた基本姿勢  

（１）  市民目線の行政  

 総務省が策定した「自治体ＤＸ推進計画」 において

は、全ての自治体が足並みを揃え、行政サービスのデ

ジタル化、オンライン化を推進することとされており

ます。  

本市においても 、住民の利便性向上と行政運営の効

率化を図るため、マイナンバーカ ードの活用や、県を

はじめ県内各自治体との協力体制を構築し、各種行政

手続きのオンライン化を推進することとしております 。 

また、市役所本庁のほか各支所にもＷｉ－Ｆｉ環境
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を整備し、来庁者の利便性向上や 災害時等の情報伝達

手段の強化を図ってまいります。  

 

 このほか、本市の情報発信力の強化と しまして、市

のホームページを閲覧される皆様が 見やすく、利用し

やすいものに更新するとともに、 全国に向けて本市の

魅力を発信するため、新たに市外の方々に向けたウェ

ブサイトを構築することとしております。  

 また、市の公式ＬＩＮＥにつきまし ても更に機能を

拡充し、利用される市民の皆様の利便性向上と情報発

信力の強化に取り組んでまいります。  

 

ふるさと納税につきましては、これまで も新たな返

礼品の開発や提供事業者の新規開拓に努めてきており、

令和３年度は、先月末時点で 既に４億円を超え、 前年

度実績を大きく上回る御寄附をいただいております 。

今後も全国に向けたＰＲの強化に取り組み、寄附受入

額の更なる増加に努めてまい ります。  

 

令和４年度の一般会計当初予算案につきましては、



 21 

健全な財政運営を堅持しつつ、ポストコロナ時代を見

据え、少子高齢化や人口減少対策をはじめ、 災害に強

いまちづくりなどの行政課題に取り組み「新しい諫早

づくりを始める チャレンジ予算」として編成をいたし

ました。  

一般会計の総額は、６３１億５，０００万円となり、

前年度当初予算と比較して４．４パーセントの増 とな

るほか、特別会計は、国民健康保険事業 会計など５つ

の事業会計の合計で、３２６億１，３００万円 を計上

しております。  

また、令和３年度の一般会計補正予算については、

国の補正予算に伴う事業など２６億２，２０４万３千円

を追加し、補正後の予算総額は、７５８億３，４９６

万５千円、前年度同期と比較して１６．３パーセン ト

の減となるものです。  

 

 長崎県は西九州新幹線の開業など１００年に１度の

大きな変革の時期を迎えて おり、本市においても諫早

駅周辺や南諫早産業団地の整備など大型事業の進展に

伴い、本市を訪れる人が増え、まちの 佇まいや産業構
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造などにも変化がもたらされる重要な時期を迎えてお

ります。  

コロナ禍による 市民生活の制約など様々な懸案事項

もございますが、市政に課せられた課題を着実に解決

しながら、市勢の振興を図り 、「来てよし、住んでよ

し、育ててよし！  あなたのまち・ 諫早！！」を創り

上げてまいります。  

 

議員各位並びに市民の皆様 におかれましては、一層

の御支援と御理解を賜りますようお願い申し上げ、私

の市政運営についての所信とさせていただきます。  

 

このほか、今期定例会に提出しております各議 案に

つきましては、関係部局長より説明をさせますので、

ご了承を賜りたいと思います。  

なお、追加議案として人事案件を予定しております。 

よろしくご審議を賜りますようお 願い申し上げます。 

 

ご清聴ありがとうございました。  


